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１ 目的 

予算編成における意思決定過程の公表は、市民の皆様からお預かりした

税金を１円たりとも無駄にすることなく、いかに効率よく効果的な事業に

配分をしていくかなどの説明責任を全うすることを目的とするものです。 

予算編成過程を分かりやすく公表し、積極的な行政情報の「見える化」

を図り、情報公開日本一を目指していきます。 

 

２ 公表スケジュール 

（１）平成２２年 ９月２１日(火)   平成２３年度予算編成方針公表 

（２）平成２２年１２月２２日(水)   予算要求状況（款別・局別）公表 

（３）平成２３年 ２月 １日(火)   予算案の概要公表 

（４）平成２３年 ３月 ９日(水)   予算編成過程公表 

 

３ 公表の内容 

（１）予算要求及び査定の状況（款別・局別） 

（２）各局予算要求方針（各局が予算要求する際に基本方針を定めたもの） 

（３）下記事業の査定内容（財政局長査定及び市長査定の結果） 

   ①総合振興計画新実施計画事業・しあわせ倍増プラン２００９事業 

   ②行財政改革推進枠*で要求のあった事業 

   （*予算要求にあたり、「既存事業を廃止し、再構築を行った事業」または「行財政

改革推進プラン２０１０に則った新規事業」を要求するための区分） 
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４ その他 

（１）本資料は、平成 23年度当初予算編成において、各局の予算要求から財

政局長及び市長査定を経て、議会へ提出した予算案を編成する過程を示

したものです。 

（２）掲載している各事業の内容は、予算要求時点の内容ですので、査定の

結果によっては、変更となっている場合があります。 

（３）「予算要求方針」は、各局が平成２３年度の予算要求にあたっての基本

的な方針・考え方と主な取組を定めたものです。各局は、予算要求方針

に基づき各種事業の予算要求を行いました。 

（４）査定とは、各局から要求のあった経費の妥当性などを調査し、決定す

ることをいいます。今回の公表では、財政局長が実施した査定の内容と

市長が実施した査定の内容を掲載しています。 

（５）事業の査定終了後に、予算額の一部について、効率的な予算執行の観

点から他局等に移管する場合があります。 

今回の公表では、各事業の編成過程を公表するため、予算を移管する

前の査定額を掲載していますので、予算書や予算案の概要に掲載した事

業と予算額が一致しない場合があります。（例えば、郵送費用を総務局で

一括処理する場合など、事業の査定後に総務局へ予算を移管する場合が

あります。） 

（６）平成 23年度予算要求事業調書については、市民の皆様に対し、積極的

な行政情報の「見える化」を進める観点から、予算編成過程において、

各所管局がそれぞれ作成し、財政局あてに提出した実際の調書を掲載し

ています（市長査定及び財政局長査定欄等一部加工）。そのため、各調書

間において表現等が異なる（「市債」と「地方債」など）場合があります
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ので、あらかじめご了承ください。 

（７）掲載している総合振興計画新実施計画事業、しあわせ倍増プラン２０

０９事業及び行財政改革推進枠で要求のあった事業については、複数事

業の組み合わせや、事業の一部で構成されているため、予算額や事業名

は、予算案の概要に掲載されている事業とは必ずしも一致しない場合が

あります。 

（８）予算要求額については、財政局長査定及び市長査定の各段階において、

当初の予算要求から国の制度改正などにより追加で予算要求があったた

め、必ずしも一致しない場合があります。 

（９）平成 23年度予算要求事業調書では、下記のとおり略称を使用していま

す。 

・「総合振興計画新実施計画」 → 「総振新実施計画」 

・「しあわせ倍増プラン２００９」 → 「しあわせ倍増プラン」 

・「さいたま市行財政改革プラン２０１０」 → 「行財政改革推進プラン」 

・「財政局長査定」 → 「局長査定」 

（10）予算編成スケジュール、資料の記載内容及び見方、用語解説を参考資

料として 1070 ページ以降に掲載していますのでご覧ください。 
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